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一　

は
じ
め
に

　

か
つ
て
の
日
本
に
は
地
域
や
階
層
に
よ
っ
て
多
様
な
墓
制
が
存
在
し
て
い
た
が
、
現
在
で
は
①
家
族
単
位
で
の
利
用
と
継
承
、
②
カ

ロ
ー
ト
（
墳
墓
内
部
の
石
室
）
へ
の
焼
骨
の
収
納
と
い
う
二
点
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
形
状
の
墓
が
、
い
わ
ゆ
る
一
般
的
な
墓
と
し
て
ほ

ぼ
全
国
的
に
普
及
し
て
い
る
（
図
１

参
照
）。

〈
論
文
要
旨
﹀　

家
族
単
位
で
の
利
用
と
家
的
継
承
、
お
よ
び
カ
ロ
ー
ト
へ
の
焼
骨
の
収
納
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
「
家
族
納
骨
墓
」
は
ど
の
よ
う
に
制
度

化
さ
れ
、
そ
し
て
人
々
に
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
た
の
か
。
そ
の
先
駆
的
な
ケ
ー
ス
と
し
て
明
治
期
以
降
の
東
京
を
対
象
と
し
資
料
調
査
を
行
っ
た
。

東
京
で
は
急
速
な
都
市
化
と
関
東
大
震
災
を
背
景
に
、
墓
地
不
足
や
無
縁
墓
の
増
加
な
ど
、
都
市
計
画
上
の
墓
地
問
題
を
解
決
す
る
も
の
と
し
て
、
省

ス
ペ
ー
ス
で
改
葬
が
容
易
な
家
族
納
骨
墓
が
導
入
さ
れ
、
新
し
い
墓
制
と
し
て
一
気
に
普
及
し
て
い
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
ま
た
資
料
か
ら
は
、

人
々
は
家
族
納
骨
墓
を
子
孫
に
先
祖
祭
祀
の
義
務
を
背
負
わ
せ
る
も
の
と
は
捉
え
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
家
族
の
親
密
さ
の
確
認
や
、
子
孫
へ
遺
す
も
の

と
す
る
と
い
っ
た
動
機
に
も
と
づ
い
て
建
墓
し
て
き
た
こ
と
、
ま
た
そ
の
様
式
を
「
伝
統
的
、
家
族
的
な
日
本
精
神
」
を
具
現
化
し
た
も
の
と
し
て
後

付
け
的
に
正
当
化
し
て
き
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
し
た
が
っ
て
家
族
納
骨
墓
は
、
近
世
以
来
の
墓
標
と
は
異
な
り
、
近
代
都
市
的
性
格
を
強
く
帯
び

た
「
昭
和
の
都
市
型
墓
制
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
﹀　
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京
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災
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こ
う
し
た
タ
イ
プ
の
墓
は
「
家
墓
」
や
「
家
族
墓
」、「
先
祖
代
々
墓
」
な
ど
と
呼

ば
れ
る
が
、
そ
の
成
立
時
期
や
背
景
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
示
さ
れ
て
き

た
。
た
と
え
ば
藤
井
正
雄
は
、
明
治
十
七
年
の
内
務
省
達
と
明
治
三
十
年
の
伝
染
病

予
防
法
以
降
に
火
葬
墓
お
よ
び
カ
ロ
ー
ト
が
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
墓

地
整
理
の
必
要
が
生
じ
て
く
る
「
大
正
期
中
葉
か
ら
、
す
で
に
幕
末
期
に
散
見
さ
れ

た
」
家
墓
が
「
徐
々
に
浸
透
し
は
じ
め
」、
昭
和
期
に
「
一
般
化
し
て
い
く
」
と
述
べ

て
い
る
。
鈴
木
岩
弓
は
「
家
墓
が
登
場
し
だ
し
た
の
は
近
世
末
以
後
の
こ
と
で
、
明
治
に
な
っ
て
火
葬
が
一
般
化
し
、
そ
れ
に
伴
い
焼

骨
を
納
め
た
骨
壺
を
複
数
収
納
す
る
カ
ロ
ー
ト
が
現
れ
た
こ
と
を
契
機
に
、
そ
し
て
ま
た
家
族
国
家
観
の
興
隆
に
伴
っ
て
、
明
治
半
ば

か
ら
全
国
に
普
及
し
て
き
た
」
と
い
う
。
一
方
、
森
謙
二
は
家
墓
を
「
明
治
末
期
か
ら
大
正
初
期
」
に
誕
生
し
た
「
近
代
の
産
物
」
と

位
置
づ
け
て
い
る
。
ま
た
、
孝
本
貢
は
一
九
七
七
年
の
論
文
で
「
今
日
都
市
地
域
以
外
の
墓
地
で
は
石
碑
は
一
人
一
墓
、
ま
た
は
夫
婦

墓
が
一
般
的
」
で
あ
る
が
、「
明
治
以
降
都
市
に
造
ら
れ
た
公
営
墓
地
の
墓
は
家
族
墓
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
当
然
、「
家
墓
」
の

成
立
・
普
及
期
は
地
域
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
全
体
的
な
見
立
て
が
近
世
か
ら
戦
後
ま
で
諸
説
あ
り

定
ま
ら
な
い
現
状
に
つ
い
て
、
田
中
藤
司
は
「
主
張
し
た
い
論
旨
に
あ
わ
せ
て
印
象
を
述
べ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
」
と
批
判
し
て
い
る１
。

　

こ
の
よ
う
に
見
立
て
が
定
ま
ら
な
い
理
由
と
し
て
は
三
点
挙
げ
ら
れ
る
。
第
一
は
「
家
墓
」
と
い
う
語
の
示
す
範
囲
の
問
題
で
あ

る
。
こ
れ
ま
で
の
「
家
墓
」
研
究
は
主
に
墓
標
を
対
象
と
し
て
き
た
。
近
世
考
古
学
で
は
、
全
国
的
に
墓
標
に
刻
ま
れ
る
戒
名
が
複
数

化
し
、
墓
標
が
平
面
的
な
板
碑
か
ら
多
面
的
な
角
柱
へ
移
行
す
る
享
保
年
間
頃
を
、
家
を
単
位
と
し
た
死
者
供
養
が
一
般
化
す
る
画
期

と
み
て
い
る
。
ま
た
民
俗
学
で
は
、「
何
々
家
之
墓
」
や
「
先
祖
代
々
之
墓
」
な
ど
と
刻
ま
れ
た
墓
標
が
、
都
市
で
は
十
八
世
紀
前
半
、

○
○
家
之
墓

カロート
遺
骨

遺
骨

図１　家族納骨墓
地下カロート型の場合

（筆者作成）
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平
野
の
農
村
で
は
十
八
世
紀
後
半
、
山
間
部
で
は
明
治
以
降
に
、
主
と
し
て
中
層
階
層
か
ら
登
場
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
家
意
識
や
伝

統
・
由
緒
を
希
求
す
る
民
衆
意
識
の
高
ま
り
が
捉
え
ら
れ
て
き
た２
。
た
だ
し
こ
う
し
た
墓
標
調
査
で
は
通
常
、「
家
」
や
「
先
祖
」
の

語
を
含
む
墓
碑
銘
や
複
数
戒
名
、
家
紋
等
の
表
示
が
あ
れ
ば
、
地
下
施
設
や
遺
体
・
遺
骨
の
埋
葬
を
伴
わ
な
い
供
養
塔
と
思
し
き
も
の

で
も
「
家
墓
」
と
認
定
さ
れ
る
。
つ
ま
り
こ
の
方
法
は
、
前
述
①
の
要
素
を
も
つ
墓
が
近
世
中
期
頃
に
は
現
れ
て
い
た
こ
と
を
実
証
す

る
が
、
②
の
要
素
を
不
問
に
し
て
い
る
場
合
が
多
く
、
そ
の
た
め
田
中
の
指
摘
す
る
よ
う
な
混
乱
が
生
じ
や
す
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で

本
稿
で
は
、
今
日
の
「
家
墓
」
に
は
①
②
の
い
ず
れ
も
不
可
欠
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
に
立
脚
し
て
、
そ
れ
ら
を
併
せ
持
つ
タ
イ

プ
の
墓
を
「
家
族
納
骨
墓
」
と
呼
ぶ
も
の
と
し
、
そ
の
成
立
時
期
を
事
例
か
ら
検
討
す
る
と
い
う
課
題
を
設
定
し
た
い３
。

　

二
つ
め
の
問
題
と
し
て
は
事
例
研
究
の
不
足
が
挙
げ
ら
れ
る
。
管
見
で
は
、
家
族
納
骨
墓
に
つ
い
て
の
事
例
研
究
は
一
九
七
〇
―
八

〇
年
代
頃
に
そ
の
普
及
が
あ
っ
た
地
域
の
調
査
に
限
ら
れ
て
い
る４
。
し
か
し
前
述
の
よ
う
に
、
家
族
納
骨
墓
に
明
治
民
法
や
家
族
国
家

観
等
の
影
響
が
推
定
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
れ
ば
、
明
治
半
ば
か
ら
昭
和
戦
前
期
ま
で
に
そ
の
普
及
が
あ
っ
た
事
例
の
検
討
が
不
可
欠
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
前
述
孝
本
の
指
摘
に
従
え
ば
都
市
の
事
例
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

そ
し
て
三
つ
め
に
、
何
を
も
っ
て
「
普
及
」（
あ
る
い
は
「
浸
透
」「
一
般
化
」）
と
み
る
か
と
い
う
指
標
の
問
題
が
あ
る
。
た
と
え

ば
市
川
秀
之
が
整
理
し
た
デ
ー
タ
を
み
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の
地
域
で
、
明
治
中
期
頃
ま
で
に
新
し
く
建
て
ら
れ
た
墓
の
圧
倒
的
多
数
は

個
人
墓
や
夫
婦
墓
で
あ
り
、「
先
祖
代
々
」
等
の
墓
標
は
数
％
程
度
で
あ
っ
た５
。
墓
制
が
制
度
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
当
該
地
域
社

会
に
お
い
て
造
墓
や
営
墓
を
め
ぐ
り
一
定
の
秩
序
や
規
範
が
存
す
る
こ
と
を
重
視
す
る
前
田
俊
一
郎
の
議
論
を
ふ
ま
え
れ
ば６
、
右
の
よ

う
に
個
人
墓
・
夫
婦
墓
を
標
準
と
し
随
意
に
先
祖
の
供
養
塔
な
ど
を
建
て
る
墓
制
と
、
今
日
の
よ
う
に
家
族
納
骨
墓
を
標
準
的
と
認
識

す
る
墓
制
と
の
間
に
は
、
明
確
な
区
別
が
設
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
前
者
か
ら
後
者
へ
緩
や
か
に
、
あ
る
い
は
何
か
の
契
機
で
急
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激
に
、
い
ず
れ
か
の
経
路
を
た
ど
り
な
が
ら
転
換
が
起
こ
り
、「
墓
は
こ
う
あ
る
も
の
」
と
の
認
識
を
人
々
が
共
有
す
る
よ
う
に
な
る

と
い
う
過
程
を
、
各
地
域
社
会
は
こ
れ
ま
で
に
経
験
し
て
き
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
本
稿
で
は
前
者
か
ら
後
者

へ
の
制
度
的
転
換
を
経
て
家
族
納
骨
墓
が
墓
制
と
な
っ
た
時
点
を
「
普
及
」
の
画
期
と
捉
え
る
。

　

以
上
の
問
題
意
識
か
ら
本
稿
は
、
戦
前
の
段
階
で
す
で
に
家
族
納
骨
墓
が
墓
制
と
し
て
確
立
し
て
い
た
東
京
を
事
例
に
、
そ
の
確
立

プ
ロ
セ
ス
を
た
ど
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
ま
ず
は
明
治
中
後
期
の
東
京
に
お
け
る
墓
地
政
策
と
実
際
の
墓
地
の
状
況
を
確
認
し
た
う

え
で
、
行
政
側
が
い
つ
ど
の
よ
う
な
意
図
で
家
族
納
骨
墓
を
発
想
し
導
入
し
た
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
以
下
で
み
て
い
く
よ
う
に
、

家
族
納
骨
墓
は
明
ら
か
に
都
市
化
や
近
代
化
と
い
う
社
会
変
動
の
な
か
で
導
入
さ
れ
た
新
し
い
墓
制
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日

本
の
「
伝
統
」
的
な
家
意
識
・
先
祖
意
識
の
象
徴
で
あ
る
か
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
新
た
な
意
味
の
成
立
に
も

考
察
を
広
げ
る
こ
と
で
、
本
稿
は
日
本
墓
制
史
に
お
け
る
家
族
納
骨
墓
の
位
置
づ
け
の
再
検
討
を
試
み
る
。
資
料
と
し
て
は
、
家
族
納

骨
墓
の
普
及
を
仕
掛
け
た
当
事
者
で
あ
る
井
下
清
や
井
上
安
元
ら
の
著
作
の
他
、
一
般
の
人
々
が
記
し
た
エ
ッ
セ
イ
や
新
聞
・
雑
誌
記

事
な
ど
も
広
く
用
い
て
、
人
々
が
家
族
納
骨
墓
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
た
か
を
捉
え
て
い
く
。
井
下
に
つ
い
て
は
主
に
多
磨
霊
園
の

設
立
を
め
ぐ
り
都
市
計
画
や
造
園
学
の
分
野
を
中
心
に
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
が７
、
本
稿
で
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ

た
特
設
墓
地
や
カ
ロ
ー
ト
に
つ
い
て
の
論
考
も
用
い
る
。

二　

明
治
大
正
期
に
お
け
る
東
京
の
墓
地
政
策

１　

市
区
改
正
と
寺
院
墓
地
移
転
構
想

　

以
下
で
は
ま
ず
、
明
治
中
期
の
東
京
に
お
け
る
墓
地
の
郊
外
移
転
を
め
ぐ
る
概
況
を
確
認
し
て
い
く
。
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明
治
十
年
代
以
来
、
政
府
は
衛
生
・
租
税
・
土
地
利
用
・
景
観
な
ど
の
観
点
か
ら
「
近
代

都
市
に
ふ
さ
わ
し
い
墓
地
」
の
法
整
備
を
進
め８
、
明
治
か
ら
大
正
期
に
お
け
る
東
京
の
都
市

計
画
の
な
か
で
そ
れ
を
い
よ
い
よ
具
体
化
し
て
い
っ
た
。
明
治
二
十
二
年
〔
一
八
八
九
〕
の

「
市
区
改
正
委
員
会
案
」
で
は
墓
地
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ９
、
東
京
市
街
区
地
域
に
あ
る
一

千
坪
未
満
の
寺
院
墓
地Ａ
は
、
特
別
の
由
緒
が
あ
る
数
カ
寺
を
除
き
市
外
へ
移
転
す
る
よ
う
定

め
ら
れ
た
。
し
か
し
多
く
の
寺
院
の
反
発
に
よ
り
一
向
に
移
転
が
進
ま
な
か
っ
た
た
め
、
東

京
市
は
明
治
三
十
六
年
の
「
市
区
改
正
設
計
」
で
、
墓
地
を
市
外
に
全
面
移
転
す
れ
ば
そ
の

跡
地
を
寺
院
に
無
償
交
付
す
る
と
の
推
進
策
を
提
示
し
た
。
し
か
し
そ
れ
に
も
寺
院
は
ほ
と

ん
ど
応
じ
ず
、
ま
た
市
外
の
農
村
地
域
も
墓
地
の
受
入
れ
を
拒
ん
だ
た
め
、
移
転
は
難
航
を

き
わ
め
たＢ
。
そ
の
状
況
を
死
者
が
行
き
場
に
困
っ
て
い
る
様
子
に
た
と
え
た
風
刺
画
も
描
か

れ
て
い
る
（
図
２

）。

２　

多
磨
墓
地
の
開
設

　

市
区
改
正
は
大
正
三
年
〔
一
九
一
四
〕
に
終
了
し
た
が
、
大
正
八
年
に
は
改
め
て
「
都
市
計
画
法
」
が
制
定
さ
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
後

藤
新
平
新
市
長
の
大
風
呂
敷
」
と
言
わ
れ
た
「
八
億
円
計
画
」
で
あ
る
。
そ
の
一
環
で
「
東
京
市
墓
地
並
施
設
設
計
計
画
案
」
が
立
案

さ
れ
、
特
別
税
一
〇
〇
万
円
を
導
入
し
た
三
〇
万
坪
も
の
大
規
模
墓
地
計
画
、
す
な
わ
ち
多
磨
墓
地
（
の
ち
の
多
磨
霊
園
）
建
設
が
実

現
し
て
い
く
。

図２　「市区改正　墓地の置き場」

（出典：『東京ハーピー』2（3），1907 年，頁表記なし）
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同
計
画
の
背
景
に
は
深
刻
な
墓
地
不
足
が
あ
っ
た
。
大
正
期
に
入
り
、
ま
す
ま
す
東
京
の
人
口
は
増
加
しＣ
、
大
正
七
年
頃
に
は
東
京

市
の
共
葬
墓
地
が
満
杯
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
無
縁
墓
の
増
加
も
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
東
京
市
が
大
正
九
年
に

行
っ
た
青
山
墓
地
で
の
調
査
で
は
、
二
万
一
九
九
三
基
の
う
ち
六
三
一
二
基
、
す
な
わ
ち
約
二
八
％
が
無
縁
と
化
し
て
お
り
、
大
正
六

年
以
降
に
建
て
ら
れ
た
墓
で
す
ら
わ
ず
か
四
年
の
間
に
す
で
に
約
一
〇
％
が
無
縁
で
あ
っ
た
と
い
うＤ
。
近
代
都
市
と
し
て
の
発
達
を
背

景
と
し
た
、
墓
地
不
足
の
解
消
、
無
縁
墳
墓
の
処
理
、
そ
し
て
既
存
の
墓
地
の
縮
小
・
郊
外
移
転
は
、
明
治
期
の
東
京
の
墓
地
を
め
ぐ

る
三
大
問
題
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
機
を
「
我
国
墳
墓
施
設
の
改
善
を
企
図
し
得
る
時
」
と
し
、
多
磨
墓
地
の
建
設
を
主
導
し
た
の
が
井
下
清Ｅ
で
あ
っ
た
。
井
下

は
、
欧
米
の
な
か
で
も
特
に
ド
イ
ツ
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
墓
地
を
模
範
と
定
め
、
広
大
な
平
野
に
庭
園
的
な
地
割
を
し
、
直
線
と
曲
線

を
組
み
合
わ
せ
、
芝
生
、
花
園
、
並
木
、
噴
水
、
階
段
、
装
飾
塔
等
を
設
置
し
そ
れ
ら
の
間
を
埋
葬
地
と
す
る
、「
日
本
で
は
最
初
の

近
代
的
公
園
墓
地
」
を
設
計
し
た
。
旧
来
の
墓
地
は
「
陰
惨
に
し
悽
愴
、
死
の
都
と
し
て
怖
れ
ら
れ
」、
荒
廃
し
、
保
安
や
維
持
管
理

も
行
き
届
か
ず
、「
幽
霊
と
人
魂
の
出
る
處
」
と
し
て
嫌
避
さ
れ
る
の
に
対
し
、「
近
代
的
傾
向
に
鑑
み
、
我
国
墳
墓
の
特
色
を
失
わ

ず
、
而
も
時
代
文
化
の
表
現
」
と
な
り
、
緑
地
帯
と
も
な
る
「
公
園
（
庭
園
）
墓
地
」、「
地
上
の
楽
園
（
パ
ラ
ダ
イ
ス
）」
と
な
る
新

し
い
墓
地
づ
く
り
を
目
指
し
た
の
だ
と
い
うＦ
。

　

大
正
十
二
年
〔
一
九
二
三
〕、
多
磨
墓
地
は
開
園
し
た
。
し
か
し
当
初
、
社
会
の
反
応
は
決
し
て
良
く
な
く
、「
毀
誉
褒
貶
相
半
ば
す

る
と
言
う
よ
り
は
、
当
局
の
非
常
識
に
呆
れ
た
と
い
う
風
な
観
方
が
相
当
に
」
あ
り
、
墓
地
の
厳
粛
さ
を
薄
め
公
園
化
す
る
こ
と
は

「
本
来
の
精
神
に
反
す
る
」
と
強
い
反
対
論
も
聞
か
れ
た
と
い
う
。
他
に
墓
地
が
得
ら
れ
な
い
た
め
、
あ
る
い
は
寺
院
墓
地
の
移
転
先

と
し
て
や
む
を
え
ず
選
ば
れ
る
程
度
で
、
売
れ
行
き
は
悪
か
っ
た
と
さ
れ
るＧ
。
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し
か
し
多
磨
墓
地
開
設
か
ら
わ
ず
か
半
年
後
の
大
正
十
二
年
九
月
、
関
東
大
震
災
が
発
生
す
る
。
こ
の
震
災
は
東
京
の
墓
制
史
に
お

け
る
一
大
画
期
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
と
し
、
先
に
多
磨
墓
地
の
様
子
に
つ
い
て
見
て
い
き

た
い
。

３　

多
磨
墓
地
に
お
け
る
墓
の
「
無
統
制
」

　

多
磨
墓
地
は
関
東
大
震
災
以
降
、
寺
院
墓
地
の
移
転
先
と
な
っ
た
こ
と
や
、
昭
和
四
年
〔
一
九
二
九
〕
以
降
の
鉄
道
・
バ
ス
各
二
路

線
の
開
通
、
昭
和
九
年
の
東
郷
平
八
郎
の
埋
葬
な
ど
を
契
機
と
し
て
申
込
者
を
増
や
し
たＨ
。

　

期
待
ど
お
り
実
現
さ
れ
た
か
に
見
え
る
多
磨
墓
地
だ
が
、
し
か
し
井
下
は
そ
こ
に
建
て
ら
れ
た
墓
に
対
し
て
大
き
な
不
満
を
抱
え
て

い
た
。
も
と
も
と
井
下
ら
は
ド
イ
ツ
・
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
オ
ー
ル
ス
ド
ル
フ
墓
地
の
よ
う
な
、
墓
碑
の
型
式
や
墓
碑
銘
に
一
定
の
制
限

が
設
け
ら
れ
、
自
然
豊
か
な
造
園
的
地
割
の
な
か
に
整
然
と
墓
が
並
び
、
幽
玄
で
崇
高
な
、
気
品
の
高
い
、「
故
人
を
尊
敬
欣
慕
す
る

切
々
の
至
情
が
芸
術
味
豊
か
な
簡
素
に
し
て
厳
粛
な
る
施
設
」
を
理
想
と
し
た
の
に
対
し
、
多
磨
墓
地
の
墓
の
意
匠
構
造
は
「
無
統
制

状
態
」
で
巨
大
化
、
華
美
化
、
高
価
格
化
し
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
。
井
下
に
よ
れ
ば
、
士
族
や
華
族
な
ど
の
上
層
階
級
の
墓
は
江
戸

期
以
来
大
き
な
変
化
を
み
せ
て
い
な
い
が
、「
一
般
」
の
人
々
の
間
で
は
洋
風
デ
ザ
イ
ン
の
も
の
や
、
逆
に
日
本
古
代
型
式
の
復
興
を

目
指
し
た
も
の
、
あ
る
い
は
個
性
を
発
揮
し
た
も
の
な
ど
、
墓
の
形
式
は
自
由
化
な
い
し
「
錯
綜
」
状
態
に
あ
る
。
青
色
や
赤
色
の
石

材
を
使
用
し
た
り
、
巨
大
に
し
た
り
、
門
や
階
段
を
備
え
、
盛
土
や
石
垣
、
土
留
の
上
に
「
砲
台
の
如
き
玉
石
垣
に
類
す
る
も
の
を
囲

ら
し
、
敷
石
を
張
詰
め
、
墓
碑
の
外
、
墓
誌
、
名
刺
受
、
燈
籠
、
腰
掛
台
、
水
鉢
等
」
が
羅
列
さ
れ
て
い
る
。
後
か
ら
高
さ
制
限
な
ど

を
設
け
た
が
、
さ
ほ
ど
効
果
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
井
下
は
こ
う
し
た
状
況
を
「
現
在
の
如
き
無
統
制
な
構
造
物
が
櫛
比
す
る
醜
態
」

と
ま
で
述
べ
る
。
さ
ら
に
は
墓
石
業
者
で
な
く
史
家
や
建
築
家
に
設
計
を
任
せ
る
者
も
お
り
、
建
墓
に
多
額
の
経
費
を
必
要
と
す
る
よ
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う
に
な
り
、
意
匠
や
材
料
、
構
造
に
不
適
当
な
も
の
が
相
競
っ
て
建
設
さ
れ
つ
つ
あ
る
現
状
を
「
最
早
取
返
し
得
ぬ
遺
憾
事
」
と
嘆
い

て
い
るＩ
。
こ
の
よ
う
な
多
磨
墓
地
の
光
景
を
批
判
す
る
の
は
井
下
ば
か
り
で
な
く
、
た
と
え
ば
『
萬
朝
報
』
記
者
の
細
野
猪
太
郎
も
下

記
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

我
邦
人
は
土
葬
を
崇
び
火
葬
を
厭
ふ
慣
習
あ
る
為
め
自
然
墓
地
の
面
積
を
要
す
る
こ
と
多
し
、
又
漫
り
に
墓
標
を
壮
大
に
し
て
虚

栄
を
悦
ぶ
悪
癖
あ
り
…
…
看
よ
平
々
凡
々
の
大
小
名
乃
至
富
豪
が
数
十
坪
の
土
地
に
壮
大
な
る
墓
碑
を
建
て
生
時
の
来
歴
を
業
々

敷
書
立
て
ゝ
得
意
然
た
る
者
墓
地
到
処
に
幾
百
千
あ
る

他
に
も
「
金
力
と
衒
気
に
あ
か
し
て
建
設
し
た
驕
奢
至
極
の
墓
」
な
ど
と
非
難
す
る
者
も
あ
っ
たＪ
。

　

こ
う
し
た
事
態
の
要
因
に
つ
い
て
井
下
は
、
使
用
者
の
自
由
意
思
尊
重
の
声
が
あ
が
り
、
墓
の
大
き
さ
や
形
式
、
植
樹
方
法
、
維
持

方
法
な
ど
に
規
制
が
設
け
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
も
と
も
と
は
土
葬
を
念
頭
に
個
々
の
区
画
を
非
常
に
広
く
設
定
し
た
が
、
し
か
し
い

ざ
使
用
が
始
ま
っ
て
み
る
と
九
九
％
は
遺
骨
（
火
葬
骨
ま
た
は
改
葬
遺
骨
）
で
の
埋
葬
で
あ
っ
た
こ
と
、
建
造
工
事
を
民
間
石
材
業
者

に
委
ね
た
た
め
、
大
き
さ
や
意
匠
を
競
う
傾
向
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
るＫ
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
昭
和
初
期
の
多
磨
墓
地
で
は
「
無
統
制
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
自
由
な
建
墓
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て

お
き
た
い
。三　

関
東
大
震
災
と
墓
地
整
理

１　

寺
院
特
設
墓
地
と
家
族
納
骨
墓
の
普
及

　

多
磨
墓
地
の
利
用
促
進
と
ほ
ぼ
同
時
期
、
東
京
市
内
で
は
寺
院
墓
地
の
整
理
が
進
め
ら
れ
た
。
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そ
の
決
定
的
な
契
機
は
、
先
述
の
よ
う
に
大
正
十
二
年
〔
一
九
二
三
〕
の
関
東
大
震
災
で
あ
っ
た
。
特
に
現
在
の
台
東
・
江
東
・
墨
田

区
に
あ
た
る
地
域
の
寺
院
墓
地
は
震
災
で
壊
滅
状
態
と
な
り
、「
墓
碑
卒
塔
婆
、
玉
垣
、
門
或
は
燈
籠
の
如
き
営
造
物
は
、
全
く
傾
倒

倒
壊
し
、
宛
も
採
石
場
の
如
き
惨
状
を
呈
」
し
、
焼
け
壊
れ
た
り
、
地
盤
沈
下
で
水
浸
し
と
な
っ
た
り
し
た
。
そ
し
て
震
災
か
ら
三
カ

月
後
の
十
二
月
、
罹
災
地
域
全
体
を
対
象
と
し
「
単
な
る
復
旧
で
は
な
く
、
将
来
の
東
京
と
し
て
こ
の
空
前
の
機
会
を
善
用
し
て
、
理

想
的
に
改
造
す
る
」
こ
と
を
目
指
し
た
東
京
の
区
画
整
理
事
業
が
決
定
さ
れ
る
。
そ
の
な
か
で
東
京
市
内
の
寺
院
墓
地
は
宅
地
へ
換
地

す
る
こ
と
と
な
り
、
市
外
へ
の
全
面
移
転
か
、
も
し
く
は
納
骨
堂
へ
の
転
換
か
の
二
択
を
迫
ら
れ
た
。
対
象
と
な
っ
た
墓
の
総
数
は
実

に
九
万
七
九
〇
〇
基
に
及
ん
だＬ
。

　

し
か
し
や
は
り
寺
院
や
檀
家
が
強
く
抵
抗
し
、
さ
ら
に
東
京
郊
外
の
発
展
に
伴
い
郊
外
で
の
墓
地
取
得
も
困
難
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た

た
め
に
、
ま
た
し
て
も
移
転
は
進
ま
な
か
っ
たＭ
。
そ
こ
で
市
は
第
三
の
選
択
肢
と
し
て
、
大
正
十
四
年
〔
一
九
二
五
〕
の
「
東
京
市
墓

地
改
葬
規
則
」
や
翌
年
の
「
土
地
区
画
整
理
ノ
施
行
ニ
因
ル
墓
地
ノ
変
更
ニ
関
ス
ル
件
」
な
ど
で
、「
特
設
墓
地
」（「
特
殊
納
骨
設
備
」

と
も
）
の
建
設
を
各
寺
院
に
提
案
し
た
。
特
設
墓
地
と
は
、「
我
が
国
在
来
の
墳
墓
形
式
を
破
壊
す
る
こ
と
な
く
」
墓
地
を
整
理
縮
小

し
、
火
葬
骨
の
「
収
蔵
」
お
よ
び
「
美
観
」
と
墳
墓
を
「
尊
厳
保
持
」
す
る
こ
と
を
旨
と
し
た
施
設
で
、
①
防
火
耐
震
構
造
と
す
る
、

②
も
と
の
墓
地
面
積
の
三
分
の
一
以
下
に
縮
小
す
る
、
③
床
盤
面
の
高
さ
は
地
盤
面
よ
り
二
尺
以
上
上
げ
て
全
部
舗
装
す
る
、
④
墓
地

全
体
を
六
尺
以
上
の
外
壁
で
囲
む
、
⑤
カ
ロ
ー
ト
は
濫
り
に
開
閉
で
き
な
い
仕
様
に
す
る
、
⑥
出
入
口
に
扉
と
錠
前
を
付
け
る
、
と
い

う
条
件
で
建
設
さ
れ
る
新
し
い
墓
地
形
態
で
あ
るＮ
。
こ
う
し
て
東
京
の
寺
院
は
、「
墓
地
の
み
を
近
郊
に
移
す
も
あ
り
、
寺
院
墓
地
と

も
に
移
転
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
多
く
の
寺
院
で
は
墓
碑
全
部
を
排
し
て
納
骨
堂
を
建
て
、
又
は
特
設
墓
地
を
造
つ
て
各
檀
家
の
代
表

的
墓
碑
（
古
い
の
を
利
用
し
、
或
は
新
造
し
て
、
こ
れ
を
先
祖
代
々
の
墓
と
す
る
）
を
立
て
る
事
に
な
つ
たＯ
」。
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特
設
墓
地
の
設
置
と
い
う
第
三
の
選
択
肢
に
多
く
の
寺
院
が
賛
同
し
た
の
は
、
縮
小
さ
れ
る
と
は
い
え
一
応
は
墓
地
の
体
裁
が
維
持

で
き
、
ま
た
無
償
交
付
さ
れ
る
跡
地
分
が
被
災
寺
院
に
と
っ
て
重
要
な
収
入
と
な
る
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
。
各
寺
院
は
図
３

を
参
考

に
建
設
を
進
め
、
わ
ず
か
数
年
の
う
ち
に
約
二
三
〇
カ
所
も
の
特
設
墓
地
が
市
内
に
出
現
し
た
の
で
あ
るＰ
。
そ
れ
ま
で
一
区
画
内
に
複

数
の
個
人
・
夫
婦
墓
を
並
べ
て
い
た
も
の
を
、
特
設
墓
地
で
は
一
基

の
家
族
墓
に
合
葬
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て

は
、「
近
来
火
葬
の
増
加
と
共
に
納
骨
墓
築
造
益
々
旺
ん
に
行
く
こ

と
は
洵
に
悦
ば
し
い
現
象
で
あ
つ
て
墓
を
空
間
的
に
築
き
行
く
結
果

は
非
常
に
経
済
的
に
土
地
を
使
用
し
得
る
の
で
あ
る
」
な
ど
と
い
っ

た
肯
定
的
な
評
価
も
な
さ
れ
たＱ
。

　

さ
ら
に
、
特
設
墓
地
は
「
無
蓋
納
骨
堂
」
や
「
青
空
納
骨
堂
」
な

ど
と
も
呼
ば
れ
た
こ
と
に
よ
く
表
れ
て
い
る
よ
う
にＲ
、
床
面
を
全
面

舗
装
す
る
も
の
と
さ
れ
、
地
面
へ
の
埋
葬
が
禁
じ
ら
れ
、
カ
ロ
ー
ト

へ
の
「
収
蔵
」
が
定
め
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
の
特
色
は
、
無
縁
化
す
る

可
能
性
や
、
将
来
の
さ
ら
な
る
移
転
や
集
合
整
理
に
備
え
る
と
い
う

市
側
の
意
図
に
も
と
づ
く
規
定
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

図３　「特殊納骨設備計画参考図」

（出典：井上安元『墓地経営』古今書院，1941 年，頁表記無し）
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改
葬
に
関
わ
る
条
例
等
の
整
備
、
お
よ
び
墓
の
定
型
化

　

以
上
の
よ
う
な
東
京
市
内
中
心
部
に
お
け
る
家
族
納
骨
墓
の
普
及
と
と
も
に
見
逃
せ
な
い
の
は
、
昭
和
十
年
〔
一
九
三
五
〕
の
八
柱

霊
園
開
設
に
合
わ
せ
、
関
東
大
震
災
の
経
験
と
多
磨
墓
地
で
の
反
省
点
に
も
と
づ
い
て
墓
地
に
関
す
る
規
則
の
再
整
備
が
行
わ
れ
た
と

い
う
点
で
あ
る
。

　

そ
の
主
要
な
改
正
点
の
一
つ
と
し
て
、
無
縁
墓
の
改
葬
に
関
す
る
も
の
が
あ
る
。
昭
和
七
年
の
「
墓
地
及
埋
葬
取
締
細
則
」（
警
視
庁

令
第
三
三
号
）
と
同
「
執
行
心
得
」
で
は
、
無
縁
墓
を
改
葬
す
る
旨
の
広
告
を
日
刊
新
聞
五
種
に
各
三
日
以
上
掲
載
し
、
三
カ
月
間
縁

故
者
か
ら
の
申
出
が
な
け
れ
ば
改
葬
で
き
る
と
定
め
ら
れ
た
。
発
掘
し
た
遺
骨
は
一
基
ご
と
に
陶
器
ま
た
は
不
朽
性
の
容
器
に
収
め
、

法
名
・
俗
名
・
死
亡
年
月
日
等
の
必
要
事
項
を
明
記
し
て
保
管
、
そ
の
手
続
き
や
処
理
に
際
し
警
察
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
さ
ら
に
昭
和
十
年
「
東
京
市
墓
地
使
用
條
例
」
で
は
、
使
用
者
の
家
が
廃
家
ま
た
は
絶
家
と
な
っ
て
一
〇
年
、
あ
る
い
は
使
用
者

が
住
所
不
明
に
な
り
二
〇
年
が
経
過
し
た
場
合
に
は
、
墓
地
の
使
用
権
が
消
滅
し
、
市
長
の
権
限
で
改
葬
で
き
る
こ
と
、
さ
ら
に
明
治

元
年
以
前
の
死
者
は
所
轄
警
察
署
の
許
可
で
改
葬
で
き
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
当
時
無
縁
墓
は
全
国
各
地
域
の
慣
習
に
よ
っ
て
扱
わ

れ
て
い
た
が
、
特
に
無
縁
墓
の
増
加
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
っ
た
東
京
で
先
駆
的
に
、
所
定
の
手
順
を
踏
め
ば
墓
地
管
理
者
に
よ
る
改
葬

を
可
能
と
す
る
、
強
い
執
行
力
を
も
っ
た
警
視
庁
令
と
条
例
が
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
基
礎
工
事
の
仕
様
や
墓
石
の
高
さ
等
の
制
限
が
条
例
に
明
記
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
目
的
は
、
関

東
大
震
災
で
市
内
ほ
と
ん
ど
の
墓
石
が
倒
壊
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
安
定
的
な
構
造
を
義
務
化
す
る
こ
と
と
、
そ
し
て
景
観
の
美
化
で
あ

っ
た
。
昭
和
十
年
「
東
京
市
墓
地
使
用
條
例
細
則
」
で
は
、
全
て
の
市
営
墓
地
に
お
い
て
墓
碑
の
高
さ
三
メ
ー
ト
ル
ま
で
、
盛
り
土
の

高
さ
〇
・
六
メ
ー
ト
ル
ま
で
、
周
囲
設
備
の
高
さ
一
・
二
メ
ー
ト
ル
ま
で
な
ど
と
い
っ
た
制
限
が
明
記
さ
れ
た
。
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こ
の
方
針
は
、
同
じ
昭
和
十
年
に
市
営
墓
地
で
採
用
さ
れ
た
受
託
墓
碑
制
度
に
顕
著
に
表
れ
て
い
る
。
市
営
墓
地
の
使
用
者
は
墓
を

建
て
る
際
、
民
間
業
者
に
墓
地
工
事
を
発
注
す
れ
ば
自
由
な
形
で
作
れ
る
が
、
東
京
市
に
発
注
す
る
と
、
安
価
で
あ
る
か
わ
り
に
図
４

の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
決
ま
っ
た
型
式
か
ら
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
た
。
多
磨
墓
地
の
反
省
か
ら
、
な
る
べ
く
形
が

統
一
さ
れ
、
価
格
も
抑
え
ら
れ
る
よ
う
に
設
け
ら
れ
た
制
度

と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
全
て

の
受
託
墓
碑
に
は
カ
ロ
ー
ト
が
標
準
装
備
さ
れ
た
の
で
あ

る
。

　

改
葬
に
関
す
る
条
例
等
の
整
備
や
、
特
設
墓
地
の
推
進
、

お
よ
び
受
託
墓
碑
制
度
に
お
け
る
カ
ロ
ー
ト
の
標
準
化
と
い

う
動
き
が
ほ
ぼ
同
時
に
進
行
し
た
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
偶
然

で
は
な
い
。
無
縁
墓
の
改
葬
数
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
の
に

際
し
、
改
葬
の
容
易
な
カ
ロ
ー
ト
式
の
墓
が
適
合
的
で
あ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
関
東
大
震
災
を
契
機
と
し
、
市

内
中
心
部
の
寺
院
墓
地
で
は
特
設
墓
地
に
よ
っ
て
、
そ
し
て

郊
外
の
霊
園
等
の
市
営
墓
地
で
は
受
託
墓
碑
制
度
に
よ
っ

て
、
一
家
一
墓
で
カ
ロ
ー
ト
へ
収
納
す
る
と
い
う
家
族
納
骨

墓
の
建
墓
が
法
的
に
定
め
ら
れ
、
急
速
に
普
及
し
て
い
っ
た
。

図４　「受託墓碑の型式」
（出典：井上安元『墓地経営』古今書院，1941 年，頁表記無し）
各図のキャプション
上段：全て　　墓標
中段：左から　カロート（第一種）　カロート（第二種）
下段：左から　囲障（第二種　コンクリート）　囲障（第二種　金属）
　　　　　　　囲障（第二種　大理石）
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昭
和
初
期
東
京
に
お
け
る
墓
の
変
化

　

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
家
族
納
骨
墓
が
墓
制
と
な
っ
た
東
京
に
お
い
て
、
墓
の
形
状
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
だ
ろ

う
か
。

　

井
下
清
は
著
書
『
建
墓
の
研
究
』
で
次
の
よ
う
に
整
理
す
る
。
明
治
期
に
お
け
る
西
欧
の
墓
制
の
影
響
に
始
ま
り
多
磨
墓
地
で
最
も

顕
著
と
な
っ
た
墓
の
「
無
統
制
」
状
態
は
、
昭
和
十
七
年
〔
一
九
四
二
〕
現
在
、
変
容
を
み
せ
て
い
る
。
墓
の
多
く
が
家
族
墓
＋
カ
ロ

ー
ト
＋
墓
誌
で
構
成
さ
れ
、
形
状
は
低
く
小
さ
く
安
定
し
た
も
の
、
意
匠
は
簡
素
で
清
新
、
色
は
淡
灰
が
好
ま
れ
、
材
質
や
工
法
は
精

巧
、
丁
寧
、
堅
固
、
堅
実
に
な
っ
た
。
玉
垣
や
門
と
い
っ
た
付
帯
施
設
は
縮
小
傾
向
に
あ
り
、
い
ず
れ
盛
り
土
や
階
段
も
全
廃
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
と
。「
大
正
時
代
の
新
し
い
と
称
へ
た
洋
風
の
影
響
を
受
け
た
型
式
も
今
は
下
火
と
な
り
、
旧
来
の
角
石
塔
が
増
加
し
、
五

輪
塔
、
宝
篋
印
塔
、
多
宝
塔
な
ど
が
相
当
に
行
は
れ
、
神
道
型
と
さ
れ
る
上
代
の
丸
塚
よ
り
出
て

（
マ
マ
）た
型
式
も
亦
重
き
を
為
し
て
居
」

り
、
ま
た
洋
風
植
栽
よ
り
日
本
庭
園
風
に
天
然
石
を
据
え
た
造
景
が
増
え
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
家
族
納
骨
墓
に
つ
い
て
井
下
は
、

「
家
族
墓
と
し
て
火
葬
焼
骨
を
地
下
の
小
納
骨
設
備
に
収
め
る
こ
と
は
最
近
広
く
行
は
れ
来
つ
た
方
法
で
あ
つ
て
、
家
族
遺
骨
を
最
も

荘
重
に
奉
安
し
、
墓
所
を
最
も
安
全
に
保
持
し
、
其
の
拡
大
を
防
止
す
る
」
と
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
カ
ロ
ー
ト
は
墓
碑
の
堅
固
な

基
礎
構
築
物
と
も
な
る
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
るＳ
。

　

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
多
磨
墓
地
の
開
園
以
降
、
い
っ
た
ん
自
由
で
無
統
制
な
墓
の
乱
立
の
段
階
を
経
て
、
市
内
寺
院
特
設

墓
地
で
の
カ
ロ
ー
ト
の
導
入
や
、
市
営
墓
地
に
お
け
る
定
型
化
に
よ
っ
て
、
東
京
に
お
け
る
墓
の
標
準
型
が
定
ま
っ
て
い
っ
た
と
い
う

過
程
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
て
、
公
園
墓
地
の
な
か
に
角
柱
型
の
家
族
納
骨
墓
が
並
び
、
一
部
に
供
養
塔
や
神
道
式
の

墓
が
散
見
さ
れ
る
と
い
う
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
が
よ
く
親
し
ん
だ
墓
地
景
観
が
、
東
京
で
は
昭
和
初
期
に
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
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改
め
て
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
明
治
二
十
二
年
以
来
の
悲
願
で
あ
っ
た
墓
地
の
集
約
化
の
方
針
と
、
無
縁
墳
墓
の
処
理
と
い
う
新
た
な

問
題
解
決
の
必
要
性
か
ら
、
東
京
市
が
家
族
納
骨
墓
を
墓
制
と
し
て
確
立
さ
せ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
家
で
一
墓
を
継
承
し
、
焼
骨
を

個
別
の
骨
壺
に
入
れ
て
カ
ロ
ー
ト
に
収
納
す
る
タ
イ
プ
の
墓
が
、
ス
ペ
ー
ス
や
コ
ス
ト
を
削
減
で
き
、
改
葬
が
容
易
で
あ
る
と
い
う
点

で
有
用
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
な
お
、
東
京
府
で
は
火
葬
率
が
大
正
九
年
〔
一
九
二
〇
〕
に
は
す
で
に
七
一
％
、
昭
和
十
五
年
〔
一

九
四
〇
〕
に
は
約
九
〇
％
と
高
か
っ
た
こ
と
もＴ
、
そ
の
実
現
を
後
押
し
し
た
と
い
え
る
。

四　

家
族
納
骨
墓
の
受
容

１　

子
孫
に
遺
す
も
の
と
し
て

　

家
族
納
骨
墓
が
墓
制
と
な
っ
た
こ
と
を
め
ぐ
り
、
井
上
安
元
は
「
一
家
一
族
の
合
葬
が
何
等
の
矛
盾
も
な
く
当
然
の
措
置
と
し
て
実

行
さ
れ
て
い
る
」
と
評
価
し
て
い
る
がＵ
、
人
々
は
本
当
に
家
族
納
骨
墓
を
「
当
然
」
と
受
け
入
れ
た
の
か
。
そ
れ
は
人
々
の
ニ
ー
ズ
に

適
う
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
資
料
的
制
約
が
あ
る
た
め
、
東
京
に
限
ら
ず
当
時
の
建
墓
に
つ
い
て
綴
ら
れ
た
随
筆
な
ど
を
広
く
手

が
か
り
と
し
て
用
い
て
み
た
い
。
先
駆
的
な
例
と
し
て
、
大
正
四
年
、
故
郷
の
徳
島
に
家
族
納
骨
墓
を
建
て
た
歴
史
学
者
の
喜
田
貞
吉

（
明
治
四
〔
一
八
七
一
〕
―
昭
和
十
四
〔
一
九
三
九
〕）
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

殊
に
自
分
の
如
く
遠
く
故
郷
を
離
れ
て
、
恐
ら
く
子
々
孫
々
に
至
る
ま
で
も
一
所
不
定
の
生
活
を
な
す
べ
き
も
の
に
あ
つ
て
は
、

其
の
死
ん
だ
地
に
別
々
に
墓
を
造
つ
た
で
は
、
一
家
の
墳
墓
が
各
地
に
散
在
し
て
、
子
孫
の
墓
参
も
容
易
で
は
あ
る
ま
い
。
又
生

き
て
父
母
の
膝
下
に
住
む
事
の
出
来
な
か
つ
た
自
分
は
、
せ
め
て
は
死
し
て
其
の
傍
に
眠
る
様
に
あ
り
た
い
。
兼
ね
て
そ
れ
は
出

生
地
の
記
念
に
も
な
る
道
理
だ
。
…
…
子
孫
に
財
を
遺
す
事
は
困
難
で
あ
る
が
、
せ
め
て
末
代
造
墓
の
煩
を
省
く
位
の
事
を
し
て
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置
い
た
な
ら
、
是
も
先
祖
と
あ
る
も
の
の
子
孫
に
対
す
る
慈
悲
で
あ
ら
う
…
…
か
く
て
自
分
な
り
、
自
分
の
家
族
な
り
は
、
も
は

や
何
時
何
処
で
死
ん
で
も
行
く
べ
き
穴
を
有
す
る
事
と
な
つ
た
。
荼
毘
に
附
し
て
便
宜
の
時
に
こ
こ
に
蔵
め
れ
ば
よ
い
の
で
あ

る
。

喜
田
は
、
本
稿
で
言
う
家
族
納
骨
墓
を
建
て
た
動
機
と
し
て
、
子
孫
末
代
の
墓
参
の
便
、
出
生
地
に
父
母
と
共
に
葬
ら
れ
る
こ
と
、
子

孫
末
代
が
墓
を
つ
く
る
煩
を
省
く
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
他
に
も
、
た
と
え
ば
東
芝
の
技
術
者
で
あ
っ
た
小
林
作
太
郎
（
明
治
二
〔
一
八

六
九
〕
―
昭
和
十
二
〔
一
九
三
七
〕）
な
る
人
物
も
、
祖
先
と
自
分
た
ち
と
子
孫
の
た
め
と
し
て
家
族
納
骨
墓
を
建
て
た
と
い
う
。
ま
た
そ

の
他
、
家
族
納
骨
墓
を
建
て
た
こ
と
で
「
何
代
に
わ
た
り
亡
く
な
っ
て
も
…
…
な
ご
や
か
に
死
後
の
共
同
生
活
が
お
く
れ
る
」、
カ
ロ

ー
ト
の
な
か
で
家
族
が
仲
良
く
眠
っ
て
い
る
よ
う
だ
、「
自
分
も
い
つ
か
は
あ
そ
こ
へ
仲
間
入
す
る
」、
と
い
っ
た
好
意
的
な
感
想
が
複

数
の
随
筆
に
散
見
さ
れ
る
の
で
あ
るＶ
。

　

こ
の
点
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
森
謙
二
が
指
摘
す
る
、
墓
を
祭
祀
財
産
と
規
定
し
た
明
治
民
法
（
明
治
三
十
一
年

公
布
）
第
九
八
七
条
の
重
要
性
で
あ
るＷ
。
ま
た
、
た
と
え
ば
東
京
市
「
共
葬
墓
地
使
用
規
則
」（
明
治
二
十
四
年
）
第
一
条
も
、
墓
地
使
用

は
戸
主
か
ら
出
願
す
る
よ
う
定
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
法
律
や
条
例
に
よ
り
、
墓
は
建
て
た
ら
終
わ
り
の
墓
標
や
供
養
塔
で
は
な
く
な

り
、
ま
た
個
人
が
勝
手
に
使
用
契
約
で
き
る
も
の
で
も
な
く
な
っ
た
。
家
督
相
続
の
財
産
と
し
て
戸
主
が
建
て
、
責
任
を
も
っ
て
運
営

し
、
そ
し
て
子
孫
に
継
承
す
る
も
の
と
し
て
の
権
利
と
義
務
が
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
右
に
み
た
随
筆
の
記
述
か
ら
読
み
取
れ
る
の

は
、
少
な
く
と
も
こ
こ
で
挙
げ
た
人
々
は
家
族
納
骨
墓
を
、
財
産
と
ま
で
は
言
わ
ず
と
も
、
家
族
の
結
合
感
や
親
密
性
、
情
愛
を
視
覚

化
し
て
い
る
こ
と
や
、
先
祖
の
遺
骨
を
納
め
祀
る
だ
け
で
は
な
く
自
分
も
や
が
て
収
ま
り
、
そ
し
て
子
孫
に
遺
せ
る
も
の
と
し
て
、
大

方
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
受
け
入
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。



（552）　66

　

た
だ
し
一
方
で
、
先
祖
代
々
や
カ
ロ
ー
ト
と
い
う
新
し
い
墓
制
に
対
し
違
和
感
、
忌
避
感
を
抱
く
人
も
お
り
、
そ
れ
が
「
墓
相
」
な

る
も
の
の
興
隆
を
も
た
ら
す
一
因
と
な
っ
た
こ
と
は
付
記
し
て
お
き
た
いＸ
。
し
か
し
法
的
な
制
度
と
し
て
確
立
さ
れ
つ
つ
あ
る
以
上
、

多
少
の
戸
惑
い
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
東
京
に
新
た
に
墓
を
建
て
る
な
ら
ば
家
族
納
骨
墓
以
外
の
選
択
肢
を
と
る
こ
と
は
困
難
に
な
っ

て
い
っ
た
。

２　

日
本
の
「
伝
統
」
と
し
て

　

さ
ら
に
家
族
納
骨
墓
は
、
単
に
近
代
的
合
理
的
な
墓
制
と
し
て
受
容
さ
れ
る
に
は
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
井
下
が
昭
和
十
七
年
に

「
近
来
火
葬
の
徹
底
的
普
及
は
家
族
納
骨
堂
の
発
達
と
な
り
、
多
く
の
墳
墓
は
地
下
に
家
族
納
骨
龕
を
設
け
て
居
る
」
と
述
べ
て
い
る

の
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
当
時
に
お
い
て
多
く
の
論
者
が
家
族
納
骨
墓
を
基
本
的
に
は
「
最
近
」、「
近
年
」
の
新
し
い
墓
制
と
理
解

し
て
い
る
がＹ
、
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
十
年
代
以
降
、
家
族
納
骨
墓
は
「
日
本
精
神
」
や
「
民
族
性
」
の
具
現
化
と
し

て
も
捉
え
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
東
京
神
田
区
在
住
の
神
道
家
で
あ
る
溝
口
駒
造
（
明
治
十
四
〔
一
八
八
一
〕
―
昭
和
二
十
〔
一
九
四
五
〕）
は
、「
我
が
国
の
墓
場

に
は
「
何
々
家
祖
先
代
々
の
墓
」
と
銘
刻
し
た
も
の
が
少
く
な
い
が
、
こ
れ
は
死
者
の
為
に
冥
福
を
祈
る
と
い
ふ
よ
り
も
も
つ
と
深
い

精
神
的
意
味
の
籠
つ
て
る
事
」
と
述
べ
て
、
家
族
墓
を
「
神
た
る
祖
先
の
志
」
を
継
ぐ
と
い
う
「
精
神
」
や
「
国
体
」
を
表
す
も
の
と

位
置
づ
け
るＺ
。

　

も
う
一
例
、
昭
和
十
一
年
頃
に
北
海
道
庁
地
方
林
課
の
技
師
が
執
筆
し
た
と
思
わ
れ
る
、
多
磨
墓
地
に
学
ぶ
と
い
う
趣
旨
に
よ
る
報

告
書
の
一
文
を
み
よ
う
。

西
洋
で
は
土
葬
に
附
す
る
も
の
多
き
に
反
し
、
我
国
で
は
仏
教
の
伝
来
と
共
に
イ
ン
ド
拝
火
教
の
習
慣
に
従
ひ
、
潔
癖
な
民
族
性
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に
適
合
し
て
盛
ん
に
火
葬
を
行
ふ
や
う
に
な
り
、
従
つ
て
墓
の
如
き
も
家
族
制
度
の
特
徴
と
し
て
一
族
一
墓
の
合
葬
を
な
す
も
の

が
多
く
、
次
第
に
立
派
な
も
の
が
出
来
る
や
う
に
な
つ
たａ
。

こ
こ
で
も
、
火
葬
を
し
て
家
族
で
合
葬
す
る
墓
に
、
日
本
の
「
民
族
性
」
や
「
家
族
制
度
」
な
る
も
の
を
投
影
し
よ
う
と
す
る
視
点
が

み
ら
れ
る
。

　

興
味
深
い
こ
と
に
、「
新
時
代
の
墓
地
」
建
設
や
墓
の
「
統
制
」
を
仕
掛
け
て
き
た
当
人
で
あ
る
井
下
清
で
さ
え
も
、
特
に
角
柱
型

が
定
番
化
し
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
、
同
様
の
言
説
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
。『
建
墓
の
研
究
』
の
な
か
で
井
下
は
、
前
節
で
み
た
多

磨
墓
地
以
降
の
墓
の
形
状
の
変
化
は
、
管
理
者
か
ら
の
統
制
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
の
な
か
で
良
い
も
の
や
称
賛
さ

れ
た
も
の
を
石
材
業
者
ら
が
相
互
に
取
り
入
れ
る
こ
と
で
「
自
然
と
」
定
ま
っ
て
き
た
形
だ
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
海
外
文
化
の
影
響

や
時
代
的
流
行
も
い
つ
か
は
衰
退
し
て
「
昔
の
伝
統
形
式
に
還
る
如
き
事
実
」
が
み
ら
れ
る
と
し
、
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
、「
遠
か
ら

ず
真
に
日
本
的
な
風
趣
の
内
に
祖
先
以
来
一
貫
し
た
日
本
精
神
を
強
調
し
た
墓
を
営
む
時
代
が
出
現
す
べ
き
気
運
に
進
み
つ
つ
あ
る
」

と
結
ん
で
い
るｂ
。

　

本
稿
冒
頭
で
挙
げ
た
こ
れ
ま
で
の
考
古
・
民
俗
学
的
調
査
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
角
柱
型
や
家
族
墓
、
カ
ロ
ー
ト
を
伴
う

墓
の
普
及
の
歴
史
は
決
し
て
古
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
ら
を
「
伝
統
」
や
「
民
族
性
」、「
日
本
精
神
」
と
同
定
す
る
彼
ら
の
言
説

は
、
葬
墓
制
史
を
少
な
か
ら
ず
誤
認
し
た
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
彼
ら
の
言
説
は
放
言
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
等
閑
視

さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
実
は
こ
う
し
た
言
説
の
パ
タ
ー
ン
こ
そ
が
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
家
族
納
骨
墓
へ
の
一
つ
の
態

度
を
明
確
に
表
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
た
と
え
ば
随
所
に
散
見
さ
れ
る
「
精
神
」
な
る
語
に
は
、
昭
和
十
年
頃
前
後
に
最
も
隆
盛
し

た
と
さ
れ
る
日
本
精
神
論
の
影
響
が
指
摘
で
き
る
。
家
族
制
度
や
祖
先
崇
拝
を
、
日
本
固
有
の
民
族
的
精
神
や
国
体
と
密
接
不
可
分
の
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も
の
と
し
て
重
視
す
る
日
本
精
神
論
的
な
枠
組
み
の
な
か
で
はｃ
、
墓
に
も
家
族
制
度
が
反
映
さ
れ
て
い
て
当
然
で
あ
る
と
の
推
論
が
働

き
や
す
い
。
も
は
や
史
実
は
問
題
で
は
な
く
、「
家
」
や
「
先
祖
」
な
ど
と
刻
印
し
た
シ
ン
プ
ル
な
角
柱
型
の
形
状
が
あ
た
か
も
「
伝

統
形
式
」
で
あ
る
よ
う
に
見
え
、
祖
先
―
自
分
―
子
孫
末
代
ま
で
が
仲
良
く
眠
る
墓
を
継
承
す
る
と
い
う
そ
の
あ
り
方
も
ま
た
、
当
時

の
人
々
に
と
っ
て
い
か
に
も
美
し
い
「
日
本
精
神
」
と
し
て
想
像
さ
れ
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
彼
ら
は
、
肯
定
的
イ
メ

ー
ジ
を
も
っ
て
、
今
や
制
度
と
な
っ
た
家
族
納
骨
墓
を
受
容
し
、
あ
る
い
は
語
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

五　

お
わ
り
に

　

明
治
中
期
以
降
の
東
京
で
は
、
都
市
化
と
い
う
大
き
な
社
会
変
動
の
な
か
で
、
眼
前
に
山
積
す
る
墓
地
問
題
の
解
決
と
、
か
つ
近
代

都
市
に
ふ
さ
わ
し
い
墓
地
づ
く
り
が
目
指
さ
れ
た
。
そ
こ
で
東
京
市
は
、
当
時
の
日
本
と
し
て
は
全
く
斬
新
な
西
洋
式
の
公
園
墓
地
を

完
成
さ
せ
て
い
っ
た
。
当
初
そ
こ
で
衆
目
を
集
め
た
の
は
巨
大
で
華
美
な
墓
や
、
西
洋
式
を
模
倣
し
た
自
由
な
形
態
の
墓
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
関
東
大
震
災
と
い
う
決
定
的
な
画
期
を
経
て
、
家
族
納
骨
墓
が
東
京
市
中
心
部
と
郊
外
霊
園
と
の
ほ
ぼ
同
時
進
行
で
一
気
に

普
及
し
て
い
く
。
そ
れ
は
発
展
を
遂
げ
る
東
京
に
お
い
て
、
墓
地
不
足
や
無
縁
墓
の
増
加
と
い
っ
た
近
代
都
市
が
抱
え
る
墓
地
問
題
を

解
決
す
る
も
の
と
し
て
、
西
洋
の
視
点
や
技
術
、
具
体
的
に
は
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
オ
ー
ル
ス
ド
ル
フ
墓
地
な
ど
を
模
範
と
し
な
が
ら
誕
生

を
み
た
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
新
し
い
墓
制
で
あ
っ
た
。
東
京
に
お
い
て
家
族
納
骨
墓
は
、
近
代
都
市
に
不
可
避
に
発
生
す
る
、
墓
地
を
め

ぐ
る
物
理
的
、
法
的
、
財
政
的
な
諸
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
導
入
、
制
度
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

加
え
て
本
稿
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
と
は
裏
腹
に
、「
日
本
精
神
」
や
「
伝
統
」
の
具
現
化
と
し
て
家
族
納
骨
墓
を
捉
え

返
そ
う
と
す
る
言
説
が
早
々
に
現
れ
て
い
た
こ
と
に
も
言
及
し
た
。
そ
の
建
墓
は
子
孫
に
先
祖
祭
祀
を
背
負
わ
せ
る
た
め
と
い
う
よ
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り
、
家
族
の
親
密
さ
の
確
認
や
、
子
孫
の
た
め
に
建
て
る
と
い
っ
た
動
機
に
も
と
づ
い
て
い
た
可
能
性
も
見
出
さ
れ
た
。

　

最
後
に
、
冒
頭
の
問
い
に
立
ち
返
ろ
う
。
本
事
例
で
は
家
族
納
骨
墓
が
、
東
京
市
の
墓
地
政
策
や
明
治
民
法
に
お
け
る
墓
の
財
産
規

定
の
影
響
下
に
あ
っ
て
、
近
代
都
市
の
墓
制
と
し
て
成
立
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
家
族
納
骨
墓
は
、
近

世
期
に
お
け
る
民
衆
的
家
意
識
や
先
祖
意
識
の
発
露
と
し
て
の
墓
標
と
は
一
線
を
画
す
も
の
で
あ
り
、
森
謙
二
が
論
じ
た
よ
う
に
ま
さ

に
「
近
代
の
産
物
」
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
一
方
、
鈴
木
岩
弓
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
家
族
国
家
観
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
本
稿
が
取

り
上
げ
た
事
例
や
資
料
か
ら
は
、
そ
の
直
接
的
な
影
響
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろｄ
、
家
族
納
骨
墓
が
ま
ず
は
都
市
と
い
う
場
に
お
い
て
省

ス
ペ
ー
ス
で
改
葬
が
容
易
な
墓
制
と
し
て
要
請
さ
れ
、
そ
の
あ
と
に
「
家
族
」
や
「
精
神
」、「
伝
統
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
後
付
け
的

に
正
当
化
さ
れ
た
と
い
う
過
程
の
な
か
に
見
出
さ
れ
た
。

　

加
え
て
、
冒
頭
で
み
た
孝
本
の
見
立
て
の
と
お
り
、
も
し
家
族
納
骨
墓
が
都
市
で
生
ま
れ
、
太
平
洋
戦
争
を
ま
た
ぎ
昭
和
期
を
と
お

し
て
全
国
各
地
へ
と
伝
播
し
一
般
化
し
た
墓
制
、
す
な
わ
ち
い
わ
ば
「
昭
和
の
都
市
型
墓
制
」
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
家
族
納
骨
墓
は

単
純
な
伝
統
的
先
祖
祭
祀
の
象
徴
で
は
な
く
、
む
し
ろ
近
代
的
・
都
市
的
先
祖
祭
祀
の
普
及
の
指
標
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と

な
ろ
う
。
特
に
本
事
例
が
示
す
よ
う
に
、
そ
う
し
た
時
代
社
会
に
お
い
て
家
族
納
骨
墓
に
「
伝
統
的
、
家
族
的
な
日
本
精
神
の
象
徴
」

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
付
加
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
も
ち
ろ
ん
、
あ
く
ま
で
本
研
究
は
対
象
を
限
定
し
た
事
例
研
究

で
あ
り
、
日
本
全
国
の
多
様
な
墓
制
の
変
容
や
そ
の
意
味
を
一
元
的
に
理
解
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
他
地
域
の
事
例
を
蓄
積
し
解
明

す
る
こ
と
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
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注（
1
）  

藤
井
正
雄
「
家
族
関
係
と
墓
の
慰
霊
形
態
の
変
化
」（『
比
較
家
族
史
研
究
』
三
、
一
九
八
八
年
）、
九
頁
、
鈴
木
岩
弓
「
家
墓
」（
新
谷
尚
紀
ほ
か
編

『
民
俗
小
事
典　

死
と
葬
送
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
）、
森
謙
二
「
死
の
自
己
決
定
と
社
会
│
│
新
し
い
葬
送
の
問
題
点
」（
国
立
歴
史
民
俗
博

物
館
ほ
か
編
『
変
容
す
る
死
の
文
化
│
│
現
代
東
ア
ジ
ア
の
葬
送
と
墓
制
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
）、
八
七
―
八
八
頁
、
孝
本
貢
「
家
族

墓
建
立
の
諸
要
因
│
│
岡
山
県
倉
敷
市
呼
松
地
区
の
事
例
」（
東
京
教
育
大
学
文
学
部
社
会
学
教
室
編
刊
『
現
代
社
会
の
実
証
的
研
究
』
一
九
七
七
年
）、

六
六
頁
、
田
中
藤
司
「
墓
」（
新
谷
尚
紀
ほ
か
編
『
暮
ら
し
の
な
か
の
民
俗
学
三　

一
生
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
）、
二
〇
八
頁
。
な
お
納
骨
へ

の
言
及
は
な
い
が
、
竹
田
聴
洲
『
日
本
人
の
「
家
」
と
宗
教
』
評
論
社
、
一
九
七
六
年
、
二
一
九
頁
、
大
藤
修
「
近
世
農
民
層
の
葬
祭
・
先
祖
祭
祀
と

家
・
親
族
・
村
落
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
四
一
、
一
九
九
二
年
）、
七
〇
―
七
二
頁
も
、
家
墓
が
明
治
以
降
に
普
及
し
た
と
の
内
容

を
述
べ
て
い
る
。

（
2
）  

主
な
も
の
と
し
て
、
谷
川
章
雄
「
近
世
墓
標
の
変
遷
と
家
意
識
」（『
史
観
』
一
二
一
、
一
九
八
九
年
）、
関
根
達
人
編
著
『
松
前
の
墓
石
か
ら
見
た

近
世
日
本
』
北
海
道
出
版
企
画
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
二
年
、
市
川
秀
之
「
先
祖
代
々
之
墓
の
成
立
」（『
日
本
民
俗
学
』
二
三
〇
、
二
〇
〇
二
年
）。
近

世
墓
標
研
究
に
つ
い
て
は
古
泉
弘
「
近
世
墓
研
究
の
課
題
と
展
望
」（
江
戸
遺
跡
研
究
会
編
『
墓
と
埋
葬
と
江
戸
時
代
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
年
）、

田
中
藤
司
「
墓
標
研
究
の
展
望
」（
江
戸
遺
跡
研
究
会
編
『
江
戸
の
祈
り
│
│
信
仰
と
願
望
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
3
）  

こ
こ
で
の
「
家
族
」
は
、
夫
婦
関
係
を
基
礎
に
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
親
族
関
係
者
の
小
集
団
を
指
す
。
本
文
記
載
の
よ
う
に
家
族
納
骨
墓
は
こ
れ
ま

で
「
家
墓
」
な
ど
と
呼
称
さ
れ
て
き
た
が
、
墓
に
合
葬
さ
れ
る
の
は
一
般
に
親
族
の
み
で
あ
る
た
め
「
家
」
構
成
員
と
は
合
致
し
な
い
と
指
摘
さ
れ
て

い
る
こ
と
や
（
森
謙
二
『
墓
と
葬
送
の
ゆ
く
え
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
四
年
、
一
一
九
頁
、
鈴
木
前
掲
論
文
）、
カ
ロ
ー
ト
へ
の
納
骨
と
い
う
特
色

を
重
視
し
、
本
稿
は
井
下
清
が
用
い
た
「
家
族
地
下
納
骨
龕
式
墳
墓
」
と
い
う
煩
瑣
な
語
を
短
縮
し
て
「
家
族
納
骨
墓
」
と
呼
ぶ
。
な
お
、
現
在
の
カ

ロ
ー
ト
に
は
地
下
型
／
地
上
型
／
半
地
下
型
が
あ
り
、
底
面
が
石
／
コ
ン
ク
リ
ー
ト
／
土
、
収
蔵
す
る
際
に
遺
骨
を
骨
壺
に
入
れ
る
／
布
に
入
れ
る
／

何
に
も
入
れ
な
い
な
ど
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
。
カ
ロ
ー
ト
は
か
つ
て
大
名
な
ど
を
土
葬
す
る
石
室
を
意
味
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

（
4
）  

主
な
も
の
と
し
て
、
孝
本
前
掲
論
文
、
上
杉
妙
子
『
位
牌
分
け
│
│
長
野
県
佐
久
地
方
に
お
け
る
祖
先
祭
祀
の
変
動
』
第
一
書
房
、
二
〇
〇
一
年
、

前
田
俊
一
郎
『
墓
制
の
民
俗
学
│
│
死
者
儀
礼
の
近
代
』
岩
田
書
院
、
二
〇
一
〇
年
。

（
5
）  

市
川
前
掲
論
文
。

（
6
）  

前
田
前
掲
書
、
三
八
四
―
三
九
一
頁
。

（
7
）  

主
な
も
の
と
し
て
、
村
越
知
世
『
多
磨
霊
園
』
東
京
都
公
園
協
会
、
一
九
八
一
年
、
槇
村
久
子
「
多
磨
墓
地
を
は
じ
め
と
す
る
公
園
墓
地
の
成
立
・

展
開
と
今
日
的
課
題
」（『
造
園
雑
誌
』
五
五
（
五
）、
一
九
九
二
年
）、
土
居
浩
「
都
市
で
死
者
は
い
か
に
扱
わ
れ
る
べ
き
か
│
│
井
下
清
に
よ
る
都
市
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の
葬
務
体
系
構
想
を
め
ぐ
っ
て
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
二
〇
五
、
二
〇
一
七
年
）
な
ど
。

（
8
）  

拙
論
「
明
治
十
年
代
以
降
の
墓
地
法
制
と
都
市
│
│
札
幌
に
み
る
墓
制
の
近
代
」（『
宗
教
と
社
会
』
二
二
、
二
〇
一
六
年
）
を
参
照
。

（
9
）  

飯
塚
義
博
「
明
治
期
東
京
に
お
け
る
共
葬
墓
地
の
成
立
過
程
と
市
区
改
正
委
員
会
案
」（『
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
集
』
七
七
（
六
七
九
）、
二

〇
一
二
年
）。

（
10
）  
法
令
上
の
名
称
は
「
元
寺
院
境
内
墓
地
」
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
「
寺
院
墓
地
」
と
記
載
す
る
。

（
11
）  

大
正
十
年
時
点
で
市
内
に
お
け
る
移
転
済
み
の
墓
地
は
全
体
面
積
の
二
割
五
分
強
に
と
ど
ま
っ
た
（
東
京
市
役
所
著
刊
『
東
京
市
政
概
要
』
一
九
二

一
年
、
一
二
四
頁
）。

（
12
）  

東
京
市
編
刊
『
東
京
市
町
別
現
住
戸
数
及
現
住
人
口　

大
正
六
年
十
二
月
三
十
一
日
現
在
』（
一
九
一
八
年
）
に
よ
れ
ば
、
寄
留
人
等
の
計
数
の
正

確
さ
に
欠
陥
は
あ
る
が
、
東
京
市
の
人
口
は
明
治
二
十
年
〔
一
八
八
七
〕
に
約
二
十
九
万
人
だ
っ
た
が
、
三
十
年
後
の
大
正
六
年
に
は
約
六
十
二
万
人

に
増
加
し
て
い
る
。

（
13
）  

井
下
清
「
都
市
の
風
景
墓
地
と
そ
の
再
検
討
」（
一
九
五
七
）
前
島
康
彦
編
『
井
下
清
著
作
集　

都
市
と
緑
』
東
京
都
公
園
協
会
、
一
九
七
三
年
、

四
七
一
頁
、「
都
市
の
墓
地
整
理
と
将
来
の
対
策
」（
一
九
三
六
）
前
島
編
同
右
書
、
四
四
二
頁
。

（
14
）  

明
治
十
七
―
昭
和
四
十
八
、
京
都
出
身
。
明
治
三
十
八
年
、
東
京
高
等
農
学
校
本
科
卒
業
後
、
東
京
市
役
所
土
木
課
勤
務
。
大
正
四
〜
五
年
頃
、
林

学
博
士
白
沢
保
美
か
ら
欧
米
視
察
土
産
と
し
て
ハ
ン
・
ピ
エ
ツ
ナ
ー
『
風
景
式
墓
地
』
を
贈
ら
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
墓
地
の
研
究
を
開
始
（
井

下
清
『
建
墓
の
研
究
』
雄
山
閣
、
一
九
四
二
年
）。
大
正
七
年
、
多
磨
霊
園
の
原
型
と
な
る
墓
地
の
設
計
に
着
手
。
大
正
十
二
年
以
降
、
東
京
市
公
園

課
長
等
を
歴
任
し
、
東
京
市
に
お
け
る
公
園
や
墓
地
の
設
計
・
開
設
の
指
揮
を
執
る
。
大
正
十
四
〜
十
五
年
に
は
世
界
の
墓
地
を
視
察
し
た
。

（
15
）  

井
下
清
「
庭
園
式
墓
地
の
再
検
討
」（
一
九
三
七
）（
前
島
編
前
掲
書
）、
四
五
〇
頁
、
四
五
二
頁
、
井
下
清
「
墓
苑
を
語
る
」（
一
九
三
三
）（
前
島

編
前
掲
書
）、
四
二
一
頁
、
井
下
前
掲
書
、
五
七
―
六
一
頁
、
井
下
清
「
都
市
に
於
け
る
公
園
と
墓
地
の
関
係
」（『
都
市
公
論
』
一
〇
（
一
）、
一
九
二

七
年
）、
五
四
頁
。

（
16
）  

井
下
同
右
論
文
（
一
九
二
七
）、
五
三
頁
、
井
下
同
右
論
文
（
一
九
三
七
）、
四
五
〇
頁
。

（
17
）  

昭
和
十
一
年
七
月
時
点
で
の
埋
葬
者
数
は
八
万
四
七
八
四
体
（
井
下
清
「
都
市
の
葬
務
施
設
に
つ
い
て
」（
一
九
三
六
）（
前
島
編
前
掲
書
）、
四
二

八
頁
）。

（
18
）  

井
下
前
掲
論
文
（
一
九
三
七
）、
四
五
二
―
三
頁
、
井
下
前
掲
書
、
五
三
頁
、
六
三
頁
、
一
九
五
頁
。

（
19
）  

細
野
猪
太
郎
『
東
京
の
過
去
及
将
来
』
金
港
堂
書
籍
、
一
九
〇
二
年
、
二
六
三
頁
、
細
野
雲
外
『
不
滅
の
墳
墓
』
一
九
三
二
年
、
一
頁
。

（
20
）  

井
下
前
掲
論
文
（
一
九
三
七
）、
四
五
二
頁
、
井
下
前
掲
書
、
六
二
頁
。
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（
21
）  

井
下
前
掲
論
文
（
一
九
三
六
）、
四
三
九
頁
、
井
下
前
掲
書
、
一
一
三
頁
、
井
下
清
「
大
正
大
震
火
災
を
回
顧
し
て
」（
一
九
七
一
）（
前
島
編
前
掲

書
）、
六
四
七
頁
。

（
22
）  

「
立
退
く
寺
が
地
所
の
買
手
探
し
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
二
五
年
四
月
三
日
朝
刊
）。

（
23
）  
井
上
安
元
『
墓
地
経
営
』
古
今
書
院
、
一
九
四
一
年
、
二
八
四
頁
。

（
24
）  
森
潤
三
郎
「
江
戸
時
代
の
墳
墓
概
観
」（『
歴
史
公
論
』
三
（
一
一
）、
一
九
三
四
年
）、
一
一
〇
頁
。
筆
者
は
、
震
災
後
の
墓
の
変
化
に
よ
り
江
戸
期

の
名
墓
が
ど
れ
ほ
ど
廃
滅
し
た
こ
と
か
、
と
嘆
い
て
い
る
。

（
25
）  

川
村
貞
四
郎
著
刊
『
官
界
の
表
裏
』
一
九
三
三
年
、
二
八
五
頁
、
井
上
武
男
「
東
京
都
に
お
け
る
墓
地
事
情
と
納
骨
堂
」（『
公
園
緑
地
』
二
一
、
一

九
五
九
年
）、
三
一
頁
、
島
田
藤
「
葬
祭
施
設
」（『
建
築
計
画
』
二
四
、
常
盤
書
房
）、
三
五
頁
。

（
26
）  

池
龍
彦
「
近
世
墓
地
に
就
い
て
」（『
造
園
学
雑
誌
』
二
（
五
）、
一
九
二
六
年
）、
三
六
頁
。
ま
た
、
土
地
問
題
や
衛
生
面
か
ら
「
一
家
一
墓
の
制
」、

「
家
族
的
墓
室
」
を
高
く
評
価
し
た
も
の
と
し
て
、
伊
東
忠
太
「
墓
」（『
東
京
日
々
新
聞
』
一
九
二
三
年
十
一
月
七
日
夕
刊
）
が
あ
る
。

（
27
）  

井
上
安
元
前
掲
書
、
二
八
三
―
二
八
六
頁
、
井
上
武
男
前
掲
論
文
。

（
28
）  

井
下
前
掲
書
、
一
〇
八
頁
、
一
四
八
頁
、
一
九
四
―
一
九
八
頁
。

（
29
）  

内
務
省
衛
生
局
編
刊
『
平
和
記
念
東
京
博
覧
会
ニ
出
品
セ
ル
衛
生
統
計
描
画
図
』
一
九
二
二
年
、
厚
生
省
人
口
局
編
刊
『
衛
生
年
報　

昭
和
十
五

年
』
一
九
四
八
年
。

（
30
）  

井
上
安
元
前
掲
書
、
三
二
四
頁
。

（
31
）  

喜
田
貞
吉
著
刊
『
六
十
年
之
回
顧　

還
暦
記
念
』
一
九
三
三
年
、
木
村
安
一
『
小
林
作
太
郎
伝
』
東
京
芝
浦
電
氣
、
一
九
三
九
年
、
下
村
宏
『
二
直

角　

随
筆
』
桜
井
書
店
、
一
九
四
二
年
、
二
〇
〇
頁
、
田
部
重
治
『
わ
が
散
文
詩
』
第
一
書
房
、
一
九
四
二
年
、
七
二
頁
。

（
32
）  

森
謙
二
『
墓
と
葬
送
の
社
会
史
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
（
二
〇
一
四
）、
一
六
一
―
一
六
四
頁
。

（
33
）  

た
と
え
ば
墓
相
家
の
松
崎
整
道
は
、「
昔
の
よ
う
に
、
亡
者
あ
る
ご
と
に
こ
れ
を
建
つ
る
の
風
廃
り
ま
し
て
、
何
々
家
先
祖
代
々
の
墓
と
か
。
何
家

累
代
の
墓
と
か
。
何
家
の
墓
と
か
記
し
た
も
の
一
基
を
建
て
て
。
こ
れ
で
以
後
代
々
の
用
と
な
す
の
風
が
流
行
す
る
に
至
り
ま
し
た
」
と
い
い
、
特
に

特
設
墓
地
の
よ
う
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
床
上
に
全
て
同
型
で
建
墓
し
た
よ
う
な
も
の
を
「
悪
い
墓
」
と
批
判
し
て
い
る
（『
お
墓
と
家
運
』
森
江
書
店
、

一
九
三
〇
年
。
拙
論
「
昭
和
初
期
・
東
京
に
お
け
る
墓
相
の
展
開
│
│
「
正
し
い
墓
」
の
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
」（『
哲
学
・
思
想
論
叢
』
三
六
、
二
〇
一

八
年
）
も
参
照
）。

（
34
）  

井
下
前
掲
書
、
一
四
八
―
一
六
七
頁
。
井
上
安
元
は
昭
和
十
六
年
の
論
考
で
、
大
正
末
期
よ
り
東
京
に
お
い
て
コ
ン
ク
リ
ー
ト
式
地
下
納
骨
函
が
現

れ
た
と
い
い
、「
最
近
の
傾
向
と
し
て
は
、
家
族
墓
地
と
し
て
地
下
に
火
葬
納
骨
函
を
設
け
、
小
は
夫
婦
よ
り
家
族
代
々
永
遠
納
骨
所
と
し
、
地
上
は
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在
来
の
角
形
石
碑
或
は
全
然
新
し
い
意
匠
の
墓
碑
を
設
け
て
ゐ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
井
上
安
元
前
掲
書
、
三
―
四
頁
、
三
五
頁
）。
他
に
も
、「
関
東

大
震
災
に
よ
り
…
…
東
京
に
於
て
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
地
下
納
骨
箱
即
ち
唐
戸
が
流
行
し
、
地
上
又
は
地
下
に
造
営
さ
れ
て
、
墓
標
の
下
に
重
葬
す

る
風
が
漸
次
高
ま
り
つ
ゝ
あ
る
」（
加
藤
友
康
「
日
本
の
墓
」（『
科
学
思
潮
』
二
（
五
）、
一
九
四
三
年
）
六
五
頁
）、「
こ
の
石
室
の
形
状
手
法
は
、
必

し
も
我
国
古
来
の
伝
統
的
様
式
に
拠
る
を
要
せ
ず
…
…
明
治
以
来
現
今
に
至
る
間
に
於
て
、
新
た
に
起
り
た
る
墓
の
形
式
は
即
ち
所
謂
新
墓
に
し
て
、

多
数
の
灰
壺
を
収
容
す
る
も
の
で
あ
る
」（
伊
東
忠
太
『
日
本
宗
教
大
講
座
第
一
二
巻　

日
本
宗
教
建
築
史
』
東
方
書
院
、
一
九
二
七
年
、
四
一
頁
）

な
ど
。

（
35
）  

溝
口
駒
造
『
仕
へ
ま
つ
る
道
│
│
神
道
と
生
活
』
四
海
書
房
、
一
九
四
三
年
、
九
九
―
一
〇
〇
頁
。

（
36
）  

北
海
道
庁
地
方
林
課
編
刊
『
神
社
及
墓
地
と
其
の
林
苑
』。
一
九
三
六
年
頃
の
執
筆
（
一
頁
）。

（
37
）  

井
下
前
掲
書
、
一
〇
八
頁
、
一
九
四
―
一
九
八
頁
。

（
38
）  

先
行
研
究
に
よ
れ
ば
、
多
彩
な
論
者
が
国
民
道
徳
論
よ
り
多
彩
な
方
法
と
内
容
で
日
本
精
神
論
を
論
じ
、
国
際
的
孤
立
の
な
か
で
「
日
本
的
な
る
も

の
」
や
「
世
界
最
高
の
精
神
と
し
て
の
日
本
精
神
」
の
高
揚
と
世
界
的
普
遍
化
を
提
唱
し
た
。
平
重
道
「
大
正
・
昭
和
の
倫
理
思
想
│
│
「
日
本
精
神

論
」
の
成
立
」（
日
本
思
想
史
研
究
会
編
『
日
本
に
お
け
る
倫
理
思
想
の
展
開
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
五
年
）、
佐
々
木
聖
使
「
昭
和
初
期
日
本
精
神

論
の
特
色
」（『
日
本
大
学
今
泉
研
究
所
紀
要
』
一
、
一
九
八
三
年
）、
宮
本
誉
士
「
国
家
的
神
道
と
国
民
道
徳
論
の
交
錯
│
│
加
藤
玄
智
の
「
国
体
神

道
」
の
意
味
」（
阪
本
是
丸
編
『
国
家
神
道
再
考
│
│
祭
政
一
致
国
家
の
形
成
と
展
開
』
弘
文
堂
、
二
〇
〇
六
年
）
を
参
照
。

（
39
）  

家
族
国
家
観
的
な
見
地
か
ら
の
「
あ
る
べ
き
墓
制
」
構
想
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
の
検
討
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
一
例
と
し
て
、
井

下
が
「
全
国
民
が
一
族
で
あ
り
一
家
系
で
あ
る
我
々
」
に
生
垣
や
柵
な
ど
で
各
区
画
を
区
切
る
「
近
来
の
城
郭
的
な
墓
所
形
式
」
は
ふ
さ
わ
し
く
な

く
、
外
柵
の
無
い
欧
米
の
芝
生
墓
所
が
望
ま
し
い
と
述
べ
て
い
た
こ
と
を
挙
げ
て
お
く
（
井
下
前
掲
書
、
一
八
一
頁
）。
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Establishment of the Family Columbaria Grave as the 
Grave System of Tokyo after the Great Kantō Earthquake

TOISHIBA Shiho

This paper concerns the practice of “Family Columbaria Grave” in contem-
porary Japan. These grave units consist of a grave marker and a narrow 
box containing cremated remains, owned by and inherited within a single 
family. I investigated the implementation of and public reaction to Family 
Columbaria Grave, focusing my research on post-Meiji period Tokyo where 
the practice was pioneered. Due to rapid urbanization and fallout from the 
Great Kantō Earthquake of 1923, Tokyo saw a shortage of graves and an 
increase of neglected graves. City planners solved these problems by intro-
ducing the “Family Columbaria Grave” as the burial system in Tokyo, as it 
would implement space-saving, low-costs, hygiene, and mobility. Following 
this implementation, this practice rapidly became well established. People 
built these graves to affirm the importance of familial ties, and hoped to 
leave them as family property until a descendant generation. Public recep-
tion was positive, as the practice was seen as a natural extension of tradi-
tional Japanese values and “Japanese familiar spirits.” Therefore, the “Fam-
ily Columbaria Grave” was, unlike graves from the Edo period onward, an 
invented tradition of the Showa era that was strongly tinged with the 
character of the modern city.


